
           令 和 5年 度　 運 輸 安 全 に 関 す る 経 営 管 理

               （　マ ネ ジ メ ン ト の 総 括 と 展 望 　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令 和  5 年　４ 月

　                                        北 都 交 通 株 式 会 社



   １ 安全指針
       北都交通株式会社は旅客⾃動⾞運送事業を⾏うもの、また公共機関としての⼀翼
      を担うものとしての社会的使命を厳粛に受け⽌め、経営の責任者⾃らが輸送の安全
      確保が最⼤の使命であることを強く認識し、輸送の安全を確保するべく旅客運送事
      業者として最⼤限の主導⼒を発揮しなければならない。
       そのうえで旅客運送事業者としての責務は輸送の安全確保であることを全社員に
      対して徹底した周知を図り、社会経済等の発展に貢献せんものと全⼒で取り組んで
      まいります。

      北都交通株式会社の安全指針
        ① 安全は輸送業務の最⼤の使命である。
        ② 安全の確保は規定の遵守及び執務の厳正から始まり、不断の修練に
          よって築きあげられる。
        ③ 確認の励⾏と連絡の徹底は安全の確保に最も⼤切である。
        ④ 安全の確保ためには、職責を越えて⼀致協⼒をしなければならない。
           ➄ 疑わしいときは⼿落ちなく考えて、最も安全と認められる道を採らねば
               ならない。

   ２ 輸送の安全に関する⽬標及び達成状況
     ( 1 ) 令和5年度の⽬標
        重⼤事故並びに⼈⾝交通事故発⽣      ０件
        有責物損交通事故発⽣件数前年対⽐   ２０％ 減少
        静⽌物衝突事故発⽣件数前年対⽐    ３０％ 減少
        後退時事故発⽣件数前年対⽐        ０件

     ( 2 ) 令和4年度の⽬標
       1 重⼤事故並びに⼈⾝交通事故発⽣      ０件
       2 有責物損交通事故発⽣件数前年対⽐    ２０％ 減少
       3 静⽌物衝突事故発⽣件数前年対⽐     ３０％ 減少
       4 後退時事故発⽣件数前年対⽐        0件

       ( 3 ) 令和4年度の⽬標達成状況
     1 重⼤事故並びに⼈⾝事故の発⽣は0件であり、⽬標達成をなした。

         2    有責物損交通事故の発⽣件数は6件であり、前年対⽐ +2件であったことから
            ⽬標は達成できなかった。
         3    静⽌物衝突事故発⽣件数は13件で前年対⽐ +1件であり、⽬標の達成とは
            ならなかった。



         4 後退時事故における事故の発⽣件数は3件であって、⽬標の達成とはならなかった。

   ３ ⾃動⾞事故報告規則第２条の規定による事故件数
        令和4年度における発⽣件数   ０ 件

   ４ 安全輸送に関する取り組み計画
     （１） 運⾏管理の徹底 
       ① 毎⽉毎に事故防⽌の重点項⽬を定め、始業点呼、終業点呼時に運⾏管理者が⾏う
         乗務員との対⾯点呼の際に係る重点項⽬について徹底を図る。
       ② 点呼時における呼気のアルコール含有の有無、運転免許証の有効期限確認、
         乗務員の⾔動等から健康状態を厳しくチェックする。
       ③ ⼀般道路に⾯した住宅⽕災や地域の祭典の催事等々に起因する交通規制及び
         付近の渋滞、または⾼速道路通⾏⽌めの有無、冬期における吹雪や路⾯凍結
         等の気象情報を詳細に伝達する。
       ④ 他県におけるバス事故の事例紹介等をはじめとするバスの安全運⾏に寄与す
         ると思われる情報を常に提供する。
       ➄ ドライブレコーダーに残された、いわゆる「ヒヤリハット」映像を随意視聴
         させ、危機意識の向上を図る。

    （２） ⾞両整備の徹底
       ① 乗務員による通常の運⾏開始前点検に加え、整備員の専⾨視線で更なる詳細
         点検を⾏い、バスの安全⾛⾏の維持に努める。
       ② 全てのバスの⾞齢、⾛⾏距離等々から部品の摩耗状態を推測し、交換を要す
         る箇所の部品を早期に交換して不測の事態の発⽣を未然に防⽌する。
       ③ 乗務員からのバス運転中における異常振動、異⾳発⽣等の不確実な情報にも
         真剣に向き合い、それら異常個所の早期発⾒と原因の究明に努める。

    （３） 事故防⽌対策の徹底
       ① 春と秋との年２回、延べ７⽇間にわたって全乗務員が参加する事故防⽌対策
         審議会（ 常会 ）を開催し、安全への取り組みを全員で確認する。
       ② 同審議会の場において無事故連続３年以上の乗務員を累年ごとに表彰し安全
         意識の⾼揚を図る。

    （４） 乗務員の健康管理及び過労運転防⽌の徹底
       ① 年に２回春と秋に実施している事故防⽌対策審議会（常会）の場での定例健康診断を
         基に、産業医の協⼒を仰ぎつつ乗務員の健康管理に徹する。
       ② 乗務割の作成にあたっては乗務員の休憩・睡眠が⼗分に取れ、疲労の蓄積が
         解消されるよう細⼼の⼼配りをする。



   ５ 輸送の安全に関する予算
   （１）令和4年度における実績
      ・ 運⾏管理者講習  ・ 整備管理者講習  ・ 健康診断受診（ ２回 ）
      ・ 個⼈別無事故表彰 ・ 班別無事故表彰  ・ 省燃費運転推進表彰

 ・ 各種外部講習   ・ 携帯及び固定⽤アルコールチェッカー購⼊
      ・ 救急救命講習受講 ・ 適性診断受診

   （２）令和5年度予算（ ６,０００,０００ 円 ）

 ・ 運⾏管理者講習  ・ 整備管理者講習  ・ 健康診断受診（ ２回 ）
 ・ 個⼈別無事故表彰 ・ 班別無事故表彰  ・ 省燃費運転推進表彰
 ・ 各種外部講習   ・ 携帯及び固定⽤アルコールチェッカー購⼊
 ・ 救急救命講習受講 ・ 適性診断受診

   ６ 輸送の安全に関する教育及び研修計画
      別添 『 令和5年度 輸送の安全に関する乗務員教育計画 』 記載のとおり

   ７ 輸送の安全に関する連絡体制
      別添 『 輸送の安全に関する連絡体制 』 記載のとおり

   ８ 安全管理規程
      別添 『 安全管理規程 』 記載のとおり

   ９ 安全統括管理者
      バス事業部⻑  ⽮ 萩  靖 ⺒



              令和 5 年度 輸 送 の 安 全 に 関 する 乗 務 員 教 育 計 画
     

       乗務員に対する教育は⾞両構造上の特性を熟知させ、運転中における危険の予測と回避    
            更に⾃然災害発⽣時や⾞両⽕災等が発⽣した際の乗客の安全確保などの緊急事案に即応    
      する技術と能⼒を取得させると共に、乗務中における健康起因事故を防⽌するため⽇頃      
      の健康管理意識の重要性を説き、もって全事象に対する危機管理意識の⾼揚を 図ること  
   を⽬的とするものである。

⽉       独⾃事故防⽌対策      主たる教育実施内容     交通安全運動等活動
・春の 常会

・新⼊学児童事故防⽌強化 ・定期健康診断受診
 ⽉間 ・バスを運転する場合の⼼構え

・バス運⾏の安全及び乗客の安全を
  確保する為に遵守すべき基本的事項
・バス構造上の特性
・旅客の安全を確保するために留意
 すべき事項
・旅客が乗降する時の安全を確保する
 ために留意すべき事項
・運転者の運転適正に応じた安全運転

・⾏楽期の事故防⽌強化⽉間 ・春の全国交通安全運動
・⾶び⽯事故防⽌⽉間    5/11（⽊）〜5/20（⼟）

・交通事故死ゼロを⽬指す⽇
    5/20（ ⼟ ）

・シートベルト着⽤強化⽉間 ・無事故の⽇
    6/25（⽇）

・整備主任者技術実技研修 ・夏の交通安全運動
   7/13（⽊） 〜  7/22 (⼟）
・飲酒運転根絶の⽇
    7/13 （ ⽊ ）

・夏の⾏楽期の事故防⽌⽉間 ・運輸安全マネジメントセミナー

・整備主任者技術実技研修 ・秋の全国交通安全運動
・薄暮時の⾼齢者事故防⽌⽉間   9/21（⽊ ) 〜 9/30（⼟）
・ライト早め点灯の励⾏ ・交通事故死ゼロを⽬指す⽇

    9/30 ( ⼟ ）
・⾞両、整備部品等総点検
・タイヤ交換完全実施 ・運輸安全マネジメントセミナー
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⽉     社内事故防⽌取組状況            主たる教育実施内容 交通安全運動等活動参加状況
・秋の常会
・定期健康診断

・凍結路⾯に適応した運転の ・運⾏する路線もしくは経路⼜は
 徹底  営業区域における道路および

 交通の状況 ・冬の全国交通安全運動
11 ・⾞内事故防⽌強化⽉間 ・危険予測と回避     11/13 (⽉)  〜 11/22 (⽔)

・交通事故に関わる運転者の⽣理
 的及び⼼理的要因及びこれら
 への対処⽅法
・健康管理の重要性
・異常気象時における対処⽅法
・⾮常⽤信号⽤具、⾮常⼝、
 消⽕器の取り扱い

12 ・年末輸送安全総点検

1 ・年始輸送安全総点検

2 ・悪天候時の事故防⽌⽉間 ・運輸安全マネジメントセミナー

3 ・融雪機における速度抑⽌
 強化⽉間
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